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の後の病変が本件ルンバールによるものといえるかどうかを問題としている。

その上で、鑑定書に依拠して因果関係を認めなかった原審が認定した事

実を前提に、この事実を間接事実として経験則を積極的に取り入れて事

実上の推定を働かせ、因果関係を肯定しているのである。 

すなわち、 

ⅰ 本件ルンバール施術後 15 分ないし 20 分後に突然に嘔吐、痙攣等の発

作を起こした。 

ⅱ 医師が学会出席のために患者の昼食後２０分以内に本件ルンバールを

した。 

ⅲ 医師は一度で穿刺に成功せずに何度もやりなおし、終了まで３０分を要

した。 

ⅳ 脆弱な血管の持ち主である患者は、入院当初より出血性傾向があった。 

ⅴ 泣き叫ぶ患者に対しその身体を押さえつけてルンバールを行った。 

  以上のⅰないしⅴの事実は、医師が本件ルンバールを行うについて脳出

血の原因となるような不手際があったこと、本件発作等と時間的に接着し

ていることから本件ルンバールと脳出血の因果関係を肯定したものであ

る。 

    さらに 

ⅵ 臨床医的所見と脳波所見とを総合すれば、脳の異常部位が脳実質の

左部にあると判断されること。 

ⅶ 本件発作後の髄液所見でも本件ルンバール施術前より好転が見られる

こと。 

ⅷ 本件発作後退院まで主治医は脳出血の治療をしたこと 

ⅸ 当時、化膿性髄膜炎の再燃するような特別事情も認められなかったこと 

    以上のⅵないしⅸの事実から脳出血が本件発作等の原因であって、結局

本件ルンバールと患者の本件発作等の因果関係を肯定しているのである。 

  ウ、ルンバール事件最高裁判決の立場 
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（ア） 自然科学的証明が要求されないことについて 

本判決は「訴訟上の因果関係の立証は・・自然科学的証明ではなく・・」

と明確に法的因果関係が科学上の論理必然的な証明ではなく、帰責判断

という価値評価を内包する歴史的事実の証明であることを宣明している。 

そして、本判決は、「経験則に照らして全証拠を総合検討し・・その判定

は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであるこ

とを必要とし・・。」として、科学的専門的証拠のみに依拠せずに証拠を経験

則に照らして総合的に判断することを要求し、かつ、判定基準としても科学

的専門的知見を有する立場の者ではなく、通常人を基準とするように要求

しているのである。 

その結果、本判決は、科学的専門的知見の最たるものとしての鑑定書に

依拠して因果関係を否定した原審の判断とは異なり、このような鑑定書も単

なる一証拠として、全証拠を経験則に照らして総合検討した結果、鑑定書

の存在にも関わらず因果関係を肯定しているのである。 

本判決は、特定の事実と特定の結果との間の自然科学的なメカニズムが

解明されていないような医療過誤訴訟や公害訴訟などの「科学裁判」にお

いて、ともすれば原審のように自然科学的知見を重視し、自然科学的な関

連性を要求した上で因果関係を否定するような判断に陥りがちな弊害を防

止するための指針を与えたものであるということができる。 

すなわち、本判決は、自然科学的知見を因果関係の有無に関する証明

度の基準としてそもそも用いるべきではなく、全証拠を総合検討する際にお

ける「経験から帰納して得られる事物の性状や因果に関する知識や法則」と

いう意味での経験則の単なる一要素あるいは自然科学的知見に基づく事

実を単なる１つの間接事実として用いるべきことを要求しているのである。 

    従って、その意味において、控訴人の行った主張・立証はすでに充分にそ

の要求を満たしていると考えるべきである。 

（イ） 経験則の積極的な活用について 
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本判決は「・・経験則に照らして全証拠を総合検討し・・」た結果、前記し

たとおり原審で認定した具体的な間接事実を経験則に照らして事実上の推

定を働かせ、原審とは異なり因果関係を肯定している。 

すなわち、同じ事実を前提としながらも原審は因果関係を判断する基準

としての経験則をも限定的に捉えているのに対し、本判決は、因果関係を

判断する基準としての経験則を広く柔軟に捉えていると評価できる。本判決

が要求する「高度の蓋然性」の証明の判定について「通常人」を基準として

いることからしても、本判決は、因果関係を判断する基準としての経験則も

広く捉えるべきことを明らかにしたものというべきである。 

そもそも、間接事実から主要事実である因果関係の存在を推認する場合、

その推認の過程は経験則に従うべきであるし、このような間接事実と主要事

実との推認過程においてこそ経験則が最もめざましい作用を示す場面であ

る。そして、１つ１つの間接事実は主要事実との結びつきが軽微であったとし

ても、多角的な数個の間接事実が相互に関連することにより、その蓋然性が

飛躍的に高まるのである。本判決は、かかる間接事実から主要事実である

因果関係の存在を推認する心証形成の過程において、広く経験則を積極

的に活用するように要求しているものである。 

さらに、本判決が要求する間接事実から主要事実である因果関係の存

在を推認する心証形成の過程を踏まえれば、「どのような間接事実の立証

があれば、その間接事実から経験則に従い事物の自然の成り行きとして因

果関係の存在を証明があったと認めることができるのか」という推認ないし心

証形成の過程において、控訴人側が経験則上、因果関係の存在を認める

に足りる間接事実を立証した場合は、その事実が存在することにより因果関

係の不存在を推認させる間接事実が存在するときは、被控訴人側がその間

接事実の存在を立証しなければならないのは当然である。すなわち、特定

の事実と特定の結果の発生が定型的に見込まれる場合、一応の推定ありと

して、被控訴人側で当該推定を覆すに足りる特段の事由を立証（間接反



  132/143 

証）しない以上、因果関係を肯定することができるというべきである。 

 本件において、控訴人は、まさに電磁波による健康被害が発生していると

定型的に推定しうる事実を充分に主張・立証した。 

    そうであれば、被控訴人側でその推定を覆すに足りる特段の事由を立証し

ない以上、控訴人主張の人身被害の発生（因果関係の存在）を肯定するこ

とができる、というべきである。 

     もちろん、当然のことであるが、その立証は何ら実証的事実に基づかない、

単なる「公的機関の見解」などでは不充分なのである。 

（ウ） 衡平の理念に基づく証明度軽減について 

本判決が、訴訟上における因果関係の立証が自然科学的証明ではなく、

帰責判断という価値評価を内包する歴史的事実の証明であることを明確に

している以上、その価値評価は、「法的な」価値評価であることは自明の理

であり、その法的価値評価は、民事訴訟における「衡平の理念」を充足する

ものでなければならないこともまた当然である。 

したがって、本判決は、当事者の資料収集能力の差異や資料の偏在あ

るいは当事者の一方がその解明の義務を負いながらその義務を果たしてい

ないことなどが認められる事案において、解明がなされなかった不利益が当

事者の一方のみに負わしめることが「衡平の理念」に合致しない場合は、そ

の一方当事者の本来負担する証明度を軽減されることを要請しているという

べきである。 

すなわち、「衡平の見地」から資料収集能力が高く、または、資料を圧倒

的に保持している、あるいは、その解明義務を負っている当事者がある特定

の事実と特定の結果の因果関係がないことを相当な資料、根拠に基づき主

張立証する必要があり、そのような主張立証を尽くさない場合は、その因果

関係の存在が事実上推認されることが認められるべきであり、他方の当事者

に課せられた証明度の軽減を図ることが要請されているのである。確かに本

判決は証明度の軽減について直接の言及はしていないが、他の最高裁判
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例及び本判決を踏襲ないし具体化した下級審裁判例が「衡平の理念」に

基づく証明度の負担の問題に言及していることからしても、本判決が証明度

の負担の軽減を要請していることは明白である。 

    本件において、被控訴人と控訴人間の関係はまさにこの典型事例である

ことが自明である。 

  エ、経験則は当然合理的判断、条理でなければならない 

(ア) 前項までで検討したとおり、 最高裁ルンバール判決が確立した法理によ

れば、控訴人の主張立証したこれまでの知見の集積及び社会的事実の集

積によって、携帯電話基地局の電磁波により、控訴人らが健康被害を受

ける高い蓋然性が存することは明らかである。 

     しかもそれに加えて、近時提唱され、ＥＵ諸国などですでに現実に採用さ

れている予防原則の考え方がある。 

（イ） 被控訴人主張は到底納得できるものではない。 

一定の科学的根拠が存している事実に基づき、その危険性が数多く指

摘されているにもかかわらず、まだその正しさが確立されたと国が認めなけ

れば、「それは安全だ」、「企業は危険性が確立したと国が認めるまで、危

険性が疑われる行為を続けてよい」、という主張はどう考えても正しい判断

とは認められないことは自明ではないか。被控訴人の主張はそれ以外の何

ものでもない。しかも、日本政府が認めない「非熱効果」について、ＥＵ諸国

などでは、すでに採用し、国の基準値として認めている国も存している、と

いう事実を考えれば、ますます被控訴人主張の不当さ、そのあまりの不条

理が明らかである。 

    控訴人代理人は、野島証人の「日本の基準値以下であれば安全であり、

健康被害発生の恐れはない」という証言に対し、「その証言を、日本よりは

るかに低い基準値を採用している国の法廷で行えば、笑われるのではない

ですか」と問いかけた。まさしくそのとおりだと、控訴人代理人は確信してい

る。特殊日本の法廷においてだけ通用する「科学的真理」など、あり得るは
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ずもない。 

    しかも、現実に日本の法廷においても、この被控訴人主張を「人体実験を

容認する論理」として厳しく批判した判決が存しているのである。これまで再

三指摘した、水俣病第一次訴訟熊本地裁判決（昭和 48 年 3 月 20 日）で

ある。 

「 このような考え方を推し進めると、環境が汚染破壊され、住民の生

命・健康に危害が及んだ段階で初めてその危険性が実証されるわけであ

り、それまでは危険性のある廃水の放流も許容されざるを得ず、その必然

的結果として、生命・健康を侵害することもやむを得ないこととされ、住民

をいわば人体実験に供することを容認することにもなるから、明らかに不

当といわなければならない。」 

      不幸にして、水俣病におけるこの判断は、すでに人体実験が行われてし

まい、約４万人に及ぶ被害が発生してしまった後に初めて示された。 

     しかも、水俣病の被害発生は、50 年後の現時点においてもなお解決さ

れず、今この時点においてさえも、新たな救済を求める訴訟が提起されて

いる。救済を新たに求めている患者は２万名を超えると報じられているので

ある。 

      しかも、この九州の地において、水俣病と全く同様に、カネミ油症事件が

発生した。この事件もまた、危険性が判りきっていたＰＣＢの使用について、

国が規制措置を講じなかったために、人体実験が行われてしまい、重大な

被害を引き起こしてしまった。国は大量の患者の発生を見て、初めて重い

腰を上げ、ＰＣＢの全面使用禁止に踏みきったのである。カネミ油症では、

発生以来 40 年後の現時点においてさえ、まだ救済を求める新しい患者が

存しているのである。 

（ウ） これまでくり返して指摘したとおり、野島証人は、日本よりもはるかに厳し

い基準値（場合によっては数ケタ違い）を設定している国や地域の基準値

について、それは予防原則を援用したものであり、科学的根拠にもとづい
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たものではなく（科学的には日本の基準値、あるいはイクニルプの基準値

が正しいので）、たんに政治的、政策的な配慮により規定されているにすぎ

ない、と強弁し続けた。 

      しかし、これもまたこれまで検討した各論文の成果の評価としてくり返し

指摘したとおり、たとえ予防原則を配慮した基準値といえども、その数値を

規定することの正当性をうらづける、科学的根拠となる研究成果が存して

いるのである。決して野島証人が強弁するように、何の科学的根拠もない

たんなる政治的、政策的な規定ではないのである。 

      従って、予防原則を採用すべきだという見解は、まさに「人類の叡智」で

ある。すなわちこれまで人類が経験した数々のこの悲惨な「人体実験」によ

って重大な被害を引き起こしてしまったことを反省し、その反省にもとづい

て、その教訓を正しく学んだ結果提唱されているのである。このような悲惨

な結果を二度とくり返さない最も適切な方法は、一定の科学的根拠にうら

づけされた危険について、必要な対策を取ること以外にないのである。す

なわち、「予防原則」という言葉で表現されている具体的内容は、けっして

まだ危険性が不明なものであっても、何でも予防措置を取るよう求めている

ものではない。 

     日本は、水俣病、カネミ油症、さらには近時のアスベスト被害などの重大

な人体被害を、現実におこなってしまって「人体実験」によって生じさせて

きた代表の国であるにもかかわらず、「日本政府」と被控訴人のような企業

は、あえてその教訓に目をつむり、見えないふりをすることによって、あいも

かわらず、「人体実験の論理」、「殺人を容認する論理」をふりかざし続けて

いるのである。一定の危険性が認められればその対策をすべきだ、という

極めて条理にみちた提言を「科学的に証明されていない」という「強弁」（自

らこそが科学的ではないことはすっかり忘れたふりをして）によって無視し否

定し続けているのである。このような行為を許してはならないのである。 

  オ、 電磁波問題でも、又同じ被害を繰り返してはならないことは自明である。
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もし、控訴人らが主張した被害が現実化したら、その被害の広がり、その大

きさは計り知れないことが自明である。その重大な責任を、一体だれが負う

ことができるのであろうか。被害者に対し、どうやって償うことができるであろ

うか。被控訴人はこの問いかけに正しく向き合い、正しく答えなければなら

ない。それこそがこの裁判、この法廷に求められていることなのである。 

     しかも、繰り返し強調しているとおり、本件においては、基地局建設を全

面禁止することなどを求めているのではない。控訴人ら人家からせめて数

百メートル離れた場所に建設してほしい、と要望しているにすぎないのであ

る。被控訴人にその努力を求めるに足りる程度の「被害発生の蓋然性」は、

充分に認められるだけの立証は行ったと控訴人は確信しているのである。 

      疫学の専門家であり、ＷＨＯの国際電磁波プロジェクトの諮問委員会メ

ンバーでもある兜真徳教授は、サルフォードの論文について、まだ不充分

な部分が存していることを認めながらも、それを全面的に否定する見解（ま

さに野島証人の証言である）に対し、次のように批判的見解を述べている。 

     「 有罪か無罪かの議論を繰り返して、結論が出るまでマネージメントはで

きないと考えるのではなく、例えば 30％程度は確からしいリスクについては、

30％程度の対策を心がけるといった前向きの弾力的シフトが必須となって

いるように思われる」（甲第 79 号証 1276 頁）。 

      まさに、この考え方こそが条理であり、法的観点からも正しいことが明らか

である。少なくとも、基地局を数百メートル控訴人ら人家から離してほしい

という程度の対策（30％は確からしいという程度の対策）を求めるに足りる

「高度の蓋然性」は立証されている、と当然に認められるべきなのである。 

       仮にまだ不充分さが残されているとしても、事実上推認されるのであり、

それは被控訴人の反証の程度によって高度の蓋然性をもつと判断さえれ

るべきである。      

       以上に述べたとおり、控訴人が主張している合理的判断、条理による一

定の対策の必要性を認める判断は、決して「哲学」でもなければ、抽象的














